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原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
１

４
条

安
全
設

備
】

１
．
基
準
適
合
性
の
確

認
範
囲

既
工
事

計
画
に
お
い
て

は
，
安
全

施
設
に
つ
い
て

，
通
常
運

転
時
，
運
転
時

の
異
常
な

過
渡
変
化
時
及

び
設
計
基

準
事
故
時
に
想

定
さ
れ
る

環
境
条
件
に
お

い
て
，
そ
の
機
能
を
発

揮
す
る
た

め
，
当
該
設
備

が
さ
ら
さ

れ
る
と
考
え
ら

れ
る
圧
力

，
温
度
，
湿
度

，
放
射
線

等
の
環
境
条
件

と
機
器
仕
様
と
の
比
較
等

に
よ
り
耐
性
を
確
認
し
た

設
計
と
す

る
こ
と
を
記
載

し
て
い
る

。
「
補
足

-
4【

原
子
炉
棟

換
気
系
改

造
工
事
の
概
要

に
つ
い
て

】
」
（
参
照

)
「
Ⅴ

-1
-
1-
6 
安
全
設
備
及
び
重

大
事
故
等
対
処

設
備
が
使

用
さ
れ
る
条
件

の
下
に
お

け
る
健
全
性
に

関
す
る
説

明
書
」
（

16
～

2
1頁

参
照

）
今
回
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原
子
炉
棟
換
気

系
の
改
造

に
伴
い
，
通
常

運
転
時
，

運
転
時
の
異
常

な
過
渡
変

化
時
及
び
設
計

基
準
事
故

時
に
想
定
さ
れ

る
環
境
条

件
に
お
い
て
，

耐
性
を

確
認
し
た
設
計

に
影
響
が

な
い
こ
と
を
確

認
す
る
。

２
．
確
認
結
果

確
認
図
書

名
確

認
結
果

補
足

-4
【
原
子
炉
棟
換

気
系
改
造

工
事
の
概
要

に
つ
い
て
】

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
二

次
格
納
施

設
バ
ウ
ン
ダ
リ

範
囲
が
変

更
と
な
る
が
，

貫
通
部

の
ダ
ク

ト
撤
去
後
の
開

口
部
は
既

設
同
等
の
コ
ン

ク
リ
ー
ト

に
よ
る
閉
止
措

置
を
行
う
こ
と
で
，
通
常

運
転

時
，
運

転
時
の
異
常
な

過
渡
変
化

時
及
び
設
計
基

準
事
故
時

に
想
定
さ
れ
る

環
境
条
件
に
お
け
る
設
計

に
影

響
を
与

え
な
い
こ
と
を

確
認
し
た

。

Ⅴ
-1
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安

全
設
備
及
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対
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設
備
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お
け
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健
全
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す
る
説
明
書

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
二

次
格
納
施

設
バ
ウ
ン
ダ
リ

範
囲
が
変

更
と
な
る
が
，

貫
通
部

の
ダ
ク

ト
撤
去
後
の
開

口
部
は
既

設
同
等
の
コ
ン

ク
リ
ー
ト

に
よ
る
閉
止
措

置
を
行
う
こ
と
で
，
通
常

運
転

時
，
運

転
時
の
異
常
な

過
渡
変
化

時
及
び
設
計
基

準
事
故
時

に
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定
さ
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環
境
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け
る
設
計

に
影

響
を
与

え
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い
こ
と
を

確
認
し
た

。
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３
．
ま
と
め

・
今
回
の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
つ
い
て
，

安
全
施
設

に
要
求
さ
れ
る

通
常
運
転

時
，
運
転
時
の

過
渡
変
化

時
及
び
設
計
基

準
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る

環
境
条
件

に
お
け
る
設
計

に
変
更
が

な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

・
安
全
設
備
を
含
め
た

重
要
施
設

及
び
安
全
施
設

に
対
す
る

環
境
条
件
の
設

計
方
針
に

変
更
な
い
た
め

，
技
術
基

準
の
適
合
性
に

影
響
を
与
え
な
い
。

・
既
工
事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
設

計
を
変
更
す
る

も
の
で
は

な
い
。
ま
た
，

安
全
設
備

に
関
す
る
基
本

設
計
方
針

に
つ
い
て
も
変

更
が
な
い
こ
と
か
ら
，
審

査
対
象
条

文
と
な
ら
な
い

。
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2.3 環境条件等 

安全施設及び重大事故等対処設備は，想定される環境条件において，その機能を発揮できる

設計とする。 

安全施設の設計条件を設定するに当たっては，材料疲労，劣化等に対しても十分な余裕を持

って機能維持が可能となるよう，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時

に想定される圧力，温度，湿度，放射線量等各種の環境条件を考慮し，十分安全側の条件を与

えることにより，これらの条件下においても期待されている安全機能を発揮できる設計とする。

安全施設の環境条件には，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時におけ

る圧力，温度，湿度，放射線のみならず，荷重，屋外の天候による影響（凍結及び降水），海水

を通水する系統への影響，電磁的障害，周辺機器等からの悪影響及び冷却材の性状（冷却材中

の破損物等の異物を含む。）の影響を考慮する。 

重大事故等対処設備は，重大事故等時の温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，

その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）又は保管場所に応じた耐環境性

を有する設計とするとともに，操作が可能な設計とする。重大事故等発生時の環境条件につい

ては，温度（環境温度及び使用温度），放射線，荷重のみならず，その他の使用条件として，環

境圧力，湿度による影響，屋外の天候による影響（凍結及び降水），重大事故等時に海水を通水

する系統への影響，電磁的障害及び周辺機器等からの悪影響及び冷却材の性状（冷却材中の破

損物等の異物を含む。）の影響を考慮する。 

荷重としては，重大事故等時の機械的荷重に加えて，環境圧力，温度及び自然現象（地震，

津波（敷地に遡上する津波を含む。），風（台風），竜巻，積雪，火山の影響）による荷重を考慮

する。 

安全施設及び重大事故等対処設備について，これらの環境条件の考慮事項毎に，環境圧力，

環境温度及び湿度による影響，放射線による影響，屋外の天候による影響（凍結及び降水），荷

重，海水を通水する系統への影響，電磁的障害，周辺機器等からの悪影響，冷却材の性状（冷

却材中の破損物等の異物を含む。）の影響並びに設置場所における放射線の影響に分け，以下

(1)から(6)に各考慮事項に対する設計上の考慮を説明する。 

 

(1) 環境圧力，環境温度及び湿度による影響，放射線による影響，屋外の天候による影響（凍

結及び降水）並びに荷重 

・安全施設は，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時における環境

条件を考慮した設計とする。 

・原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，重大事故等時の原子炉格納容器内の環境条

件を考慮した設計とする。操作は，中央制御室から可能な設計とする。また，地震によ

る荷重を考慮して，機能を損なわない設計とする。 

・原子炉建屋原子炉棟内の重大事故等対処設備は，重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。操作は，中央制御室，異なる区画若しくは離れた場所又は設置場所で

可能な設計とする。また，横滑りも含めて地震による荷重を考慮して，機能を損なわな

い設計とするとともに，可搬型重大事故等対処設備については，必要により当該設備の

補4-添7-4
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落下防止，転倒防止及び固縛の措置をとる。このうち，インターフェイスシステムＬＯ

ＣＡ時，使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれのある事故又は主蒸気管破断

事故起因の重大事故等時に使用する設備については，これらの環境条件を考慮した設計

とするか，これらの環境影響を受けない区画等に設置する。 

・原子炉建屋付属棟内（中央制御室含む。），緊急時対策所建屋内，常設代替高圧電源装置

置場（地下階）内，格納容器圧力逃がし装置格納槽内，常設低圧代替注水系ポンプ室内，

緊急用海水ポンプピット内及び立坑内の重大事故等対処設備は，重大事故等時における

それぞれの場所の環境条件を考慮した設計とする。操作は，中央制御室，異なる区画若

しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。また，横滑りを含めて地震による

荷重を考慮して，機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故等対処設備に

ついては，必要により当該設備の落下防止，転倒防止及び固縛の措置をとる。 

・屋外及び常設代替高圧電源装置置場（地上階）の重大事故等対処設備は，重大事故等時

における屋外の環境条件を考慮した設計とする。操作は，中央制御室，離れた場所又は

設置場所で可能な設計とする。また，横滑りを含めて地震による荷重を考慮して，機能

を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故等対処設備については，地震後にお

いても機能及び性能を保持する設計とする。さらに，風（台風）及び竜巻による風荷重

を考慮して，浮き上がり又は横滑りによって設計基準事故対処設備や同じ機能を有する

他の重大事故等対処設備に衝突して損傷することを防止するとともに，積雪及び火山の

影響を考慮して，必要により除雪及び除灰等の措置を講じる。 

・屋外の重大事故等対処設備は，重大事故等時において，万が一使用中に機能を喪失した

場合であっても，可搬型重大事故等対処設備によるバックアップが可能となるよう，位

置的分散を考慮して可搬型重大事故等対処設備を複数保管する設計とする。 

・原子炉格納容器内の安全施設及び重大事故等対処設備は，設計基準事故等及び重大事故

等時に想定される圧力，温度等に対し，格納容器スプレイ水による影響を考慮しても，

その機能を発揮できる設計とする。 

・安全施設及び重大事故等対処設備において，主たる流路の機能を維持できるよう，主た

る流路に影響を与える範囲について，主たる流路と同一又は同等の規格で設計する。 

 

a. 環境圧力 

原子炉格納容器外の安全施設及び重大事故等対処設備については，事故時に想定される

環境圧力が，原子炉建屋原子炉棟内は事故時に作動するブローアウトパネル開放設定値を

考慮して大気圧相当，原子炉建屋の原子炉棟外及びその他の建屋内並びに屋外は大気圧で

あり，大気圧にて機能を損なわない設計とする。 

原子炉格納容器内の安全施設及び重大事故等対処設備については，使用時に想定される

環境圧力が加わっても，機能を損なわない設計とする。 

原子炉格納施設内の安全施設に対しては，発電用原子炉設置変更許可申請書「十 発電

用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処する

ために必要な施設及び体制の整備に関する事項」（以下「許可申請書十号」という。）ロ．

補4-添7-5
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において評価した設計基準事故の中で，原子炉格納容器内の圧力が も高くなる「原子炉

冷却材喪失」を包絡する圧力として，0.31 MPa [gage]を設定する。 

原子炉格納施設内の重大事故等対処設備に対しては，「許可申請書十号」ハ．において評

価した重大事故等の中で，原子炉格納容器内の圧力が も高くなる「大破断ＬＯＣＡ＋高

圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗（＋全交流動力電源喪失）」を包絡する圧力として，原

則として，0.62 MPa [gage]を設定する。 

ただし，重大事故等発生初期に機能が求められるものは，機能が求められるときの環境

圧力を考慮して，環境圧力を設定する。 

設定した環境圧力に対して機器が機能を損なわないように，耐圧部にあっては，機器が

使用される環境圧力下において，部材に発生する応力に耐えられることとする。耐圧部以

外の部分にあっては，絶縁や回転等の機能が阻害される圧力に到達しないことを確認する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧を行う安全弁等については，環境圧力において吹出

量が確保できる設計とする。原子炉冷却材圧力バウンダリに属する逃がし安全弁は，サプ

レッション・チェンバからの背圧の影響を受けないようベローズと補助背圧平衡ピストン

を備えたバネ式の平衡形安全弁とし，吹出量に係る設計については，添付書類「Ⅴ-4-1 安

全弁及び逃がし弁の吹出量計算書」に示す。 

確認の方法としては，環境圧力と機器の 高使用圧力との比較の他，環境圧力を再現し

た試験環境下において機器が機能することを確認した実証試験等によるものとする。 

 

b. 環境温度及び湿度による影響 

安全施設及び重大事故等対処設備は，それぞれ事故時に想定される環境温度及び湿度に

て機能を損なわない設計とする。環境温度及び湿度については，設備の設置場所の適切な

区分（原子炉格納容器内，建屋内，屋外）毎に想定事故時に到達する 高値とし，区分毎

の環境温度及び湿度以上の 高使用温度等を機器仕様として設定する。 

原子炉格納容器内の安全施設に対しては，「許可申請書十号」ロ．において評価した設計

基準事故の中で，原子炉格納容器内の温度が も高くなる「原子炉冷却材喪失」を包絡す

る温度及び湿度として，温度は171 ℃，湿度は100 ％（蒸気）を設定する。 

原子炉格納容器内の重大事故等対処設備に対しては，「許可申請書十号」ハ．において評

価した重大事故等の中で，原子炉格納容器内の温度が も高くなる「大破断ＬＯＣＡ＋高

圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗（＋全交流動力電源喪失）」を包絡する温度及び湿度と

して，原則として，温度は200 ℃（ 高235 ℃），湿度は100 ％（蒸気）を設定する。 

原子炉格納容器外の建屋内（原子炉建屋原子炉棟内）の安全施設に対しては，原子炉建

屋原子炉棟内の温度が も高くなる「主蒸気管破断」を考慮し，事故等時の設備の使用状

態に応じて，原則として，温度は65.6 ℃（事象初期：100 ℃），湿度は90 ％（事象初期：

100 ％（蒸気））を設定する。 

原子炉格納容器外の建屋内（原子炉建屋原子炉棟内）の重大事故等対処設備に対しては，

原則として，温度は65.6 ℃，湿度は100 ％を設定する。その他，「許可申請書十号」ハ．

において評価した重大事故等の中で，エリアの温度が上昇する事象を選定する。 

補4-添7-6
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「格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）」時に使用する重大事故等対

処設備に対しては，耐火壁により東側区分と西側区分に分離されており，機能が期待され

る区分は高温水及び蒸気による影響が小さく，温度は65.6 ℃，湿度は100 ％に包絡され

る。 

「使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故」時に使用する重大事故

等対処設備に対しては，使用済燃料プール水の沸騰の可能性を考慮して，温度は100 ℃，

湿度は100 ％（蒸気）を設定する。 

「主蒸気管破断事故起因の重大事故等」時に使用する原子炉建屋原子炉棟内の重大事故

等対処設備に対しては，主蒸気管から原子炉棟への蒸気の流出を考慮し，原則として，温

度は65.6 ℃（事象初期：100 ℃），湿度100 ％（事象初期：100 ％（蒸気））を設定する。 

原子炉格納容器外の建屋内（原子炉建屋の原子炉棟外及びその他の建屋内）の安全施設

及び重大事故等対処設備に対しては，原則として，温度は40 ℃，湿度は90 ％を設定する。 

屋外の安全施設及び重大事故等対処設備に対しては，夏季を考慮して温度は40 ℃，湿度

は100 ％を設定する。 

環境温度及び湿度以上の 高使用温度等を設定できない機器については，その設備の機

能が求められる事故に応じて，サポート系による設備の冷却や，熱源からの距離等を考慮

して環境温度及び湿度を設定する。 

なお，環境温度を考慮し，耐環境性向上を図る設計を行っている機器については，「3. 系

統施設毎の設計上の考慮」に示す。 

設定した環境温度に対して機器が機能を損なわないように，耐圧部にあっては，機器が

使用される環境温度下において，部材に発生する応力に耐えられることとする。耐圧部以

外の部分にあっては，絶縁や回転等の機能が阻害される温度に到達しないこととする。 

環境温度に対する確認の方法としては，環境温度と機器の 高使用温度との比較，規格

等に基づく温度評価の他，環境温度を再現した試験環境下において機器が機能することを

確認した実証試験等によるものとする。 

また，設定した湿度に対して機器が機能を損なわないように，耐圧部にあっては，当該

構造部が気密性・水密性を有し，一定の肉厚を有する金属製の構造とすることで，湿度の

環境下であっても耐圧機能が維持される設計とする。耐圧部以外の部分にあっては，機器

の外装を気密性の高い構造とし，機器内部を周囲の空気から分離することや，機器の内部

にヒーターを設置し，内部で空気を加温して相対湿度を低下させること等により，絶縁や

導通等の機能が阻害される湿度に到達しないこととする。 

湿度に対する確認の方法としては，環境湿度と機器仕様の比較の他，環境湿度を再現し

た試験環境下において機器が機能することを確認した実証試験等によるものとする。 

 

c. 放射線による影響 

安全施設及び重大事故等対処設備は，それぞれ事故時に想定される放射線にて機能を損

なわない設計とする。放射線については，設備の設置場所の適切な区分（原子炉格納容器

内，建屋内，屋外）毎に想定事故時に到達する 大線量とし，区分毎の放射線量に対して，
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遮蔽等の効果を考慮して，機能を損なわない材料，構造，原理等を用いる設計とする。 

安全施設に対しては，「許可申請書十号」ロ．において評価した設計基準事故の中で，原

子炉格納容器内の線量が も高くなる「原子炉冷却材喪失」を選定し，その 大放射線量

を包絡する線量として，原子炉格納容器内は260 kGy/6ヶ月を設定する。原子炉格納容器外

の建屋内（原子炉建屋原子炉棟内）の安全施設に対しては，原則として，1.7 kGy/6ヶ月を

設定する。 

原子炉格納容器外の建屋内（原子炉建屋の原子炉棟外及びその他の建屋内）の安全施設

に対しては，屋外と同程度の放射線量として1 mGy/h以下を設定する。 

ただし，放射線源の影響を受ける可能性があるエリアについては，遮蔽等の効果や放射

線源からの距離等を考慮して放射線量を設定する。 

屋外の安全施設に対しては，1 mGy/h以下を設定する。 

原子炉格納容器内の重大事故等対処設備に対しては，「許可申請書十号」ハ．において評

価した重大事故等の中で，原子炉格納容器内の線量が も高くなる事象として，「大破断Ｌ

ＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗（＋全交流動力電源喪失）」での 大放射線

量を包絡する線量として，原則として，640 kGy/7日間を設定する。 

原子炉格納容器外の建屋内（原子炉建屋原子炉棟内）の重大事故等対処設備に対しては，

原則として，1.7 kGy/7日間を設定する。 

「格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）」時に使用する重大事故等対

処設備に対しては， 大放射線量は1.7 kGy/7日間に包絡される。 

「使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故」時に使用する重大事故

等対処設備に対しては，使用済燃料プール水位が低下することで生じる燃料からの直接線

とその散乱線が想定されるが，当該影響は小さいため， 大放射線量は1.7 kGy/7日間に包

絡される。 

原子炉格納容器外の建屋内（原子炉建屋の原子炉棟外及びその他の建屋内）の重大事故

等対処設備に対しては，原則として，屋外と同程度の放射線量として3 Gy/7日間を設定す

る。 

ただし，放射線源の影響を受ける可能性があるエリアについては，遮蔽等の効果や放射

線源からの距離等を考慮して放射線量を設定する。 

屋外の重大事故等対処設備に対しては，原子炉格納容器からの直接線及びスカイシャイ

ン線，原子炉格納容器から漏えいした放射性物質によるクラウドシャイン線及びグランド

シャイン線を考慮し，「許可申請書十号」ハ．において評価した重大事故等の中で，「大破

断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗（＋全交流動力電源喪失）」での 大放

射線量を包絡する線量として，3 Gy/7日間を設定する。 

表2-1-1～表2-1-6にこれらの放射線量評価に用いた評価条件等を示す。 

放射線による影響に対して機器が機能を損なわないように，耐圧部にあっては，耐放射

線性が低いと考えられるパッキン・ガスケットも含めた耐圧部を構成する部品の性能が有

意に低下する放射線量に到達しないこと，耐圧部以外の部分にあっては，電気絶縁や電気

信号の伝送・表示等の機能が阻害される放射線量に到達しないこととする。 
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確認の方法としては，環境放射線を再現した試験環境下において機器が機能することを

確認した実証試験等により得られた機器等の機能が維持される積算線量を機器の放射線

に対する耐性値とし，環境放射線条件と比較することとする。耐性値に有意な照射速度依

存性がある場合には，実証試験の際の照射速度に応じて，機器の耐性値を補正することと

する。 

環境放射線条件との比較のため，機器の耐性値を機器が照射下にあると評価される期間

で除算して線量率に換算することとする。なお，原子炉施設の通常運転中に有意な放射線

環境に置かれる機器にあっては，通常運転時などの事故等以前の状態において受ける放射

線量分を事故等時の線量率に割増すること等により，事故等以前の放射線の影響を評価す

ることとする。 

放射線の影響の考慮として，原子炉圧力容器は中性子照射の影響を受けるため，設計基

準事故時等及び重大事故等時に想定される環境において脆性破壊を防止することにより，

その機能を発揮できる設計とする。原子炉圧力容器は 低使用温度を21 ℃に設定し，関連

温度（初期）を-12 ℃以下に管理することで脆性破壊が生じない設計とする。原子炉圧力

容器の破壊靭性に対する評価については，添付書類「Ⅴ-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破

壊防止に関する説明書」に示す。 

放射線に対して中央制御室遮蔽及び緊急時対策所遮蔽は，想定事故時においても，遮蔽

装置としての機能を損なわない設計とする。中央制御室遮蔽及び緊急時対策所遮蔽の遮蔽

設計及び評価については，添付書類「Ⅴ-4-2 生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去に

ついての計算書」に示す。 

 

d. 屋外の天候による影響（凍結及び降水） 

屋外の安全施設及び常設重大事故等対処設備については，屋外の天候による影響（凍結

及び降水）により機能を損なわないよう防水対策及び凍結防止対策を行う設計とする。 

 

e. 荷重 

安全施設及び常設重大事故等対処設備については，自然現象（地震，津波（敷地に遡上

する津波を含む。），風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響）による荷重の評価を行い，そ

れぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に発揮できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備については，自然現象（地震，津波（敷地に遡上する津波を

含む。），風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響）によって機能を損なうことのない設計と

する。 

可搬型重大事故等対処設備は，地震荷重及び地震を含む荷重の組合せが作用する場合に

おいては，その機能を有効に発揮するために，横滑りを含めて地震による荷重を考慮して

機能を損なわない設計にするとともに，地震後においても機能及び性能を保持する設計と

する。 

屋内の重大事故等対処設備については，風（台風）及び竜巻による風荷重に対し外部か

らの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に設置又は保管することで，他の設備に悪
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影響を及ぼさない設計とする。 

屋外の重大事故等対処設備については，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せが

作用する場合においては，風（台風）及び竜巻による風荷重の影響に対し，風荷重を考慮

すること，又は位置的分散を考慮した設置若しくは保管により機能が損なわない設計とす

る。悪影響防止のための固縛については，位置的分散とあいまって，浮き上がり荷重及び

横滑り荷重による荷重が作用する場合においても設計基準事故対処設備や同じ機能を有

する他の重大事故等対処設備に衝突し，損傷させることのない設計とする。また，積雪及

び火山の影響を考慮して，必要により除雪及び除灰等の措置を講じる。 

組み合わせる荷重の考え方については，添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施設の自然

現象等による損傷の防止に関する説明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉

施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」に示す。 

安全施設及び常設重大事故等対処設備の地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対す

る設計については，添付書類「Ⅴ-2 耐震性に関する説明書」のうち添付書類「Ⅴ-2-1 耐

震設計の基本方針」に基づき実施する。また，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合

せに対する設計については，添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等による

損傷の防止に関する説明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する

自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」に基づき実施する。 

地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設計を含めた自然現象，外部人為事象，

溢水及び火災に対する可搬型重大事故等対処設備の機能保持に係る設計については，別添

2「可搬型重大事故等対処設備の設計方針」に基づき実施する。また，屋外の重大事故等対

処設備の地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに対する設計については，添付書類

「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうち添

付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する

基本方針」に基づき実施する。 

 

(2) 海水を通水する系統への影響 

・常時海水を通水する，海に設置する又は海で使用する安全施設及び重大事故等対処設備

は，耐腐食性材料を使用する。常時海水を通水する機器については，耐腐食性向上とし

て炭素鋼内面にライニング又は塗装を行う設計とする。ただし，安全施設及び重大事故

等対処設備のうち，常時海水を通水するコンクリート構造物については，腐食を考慮し

た設計とする。 

・原則，淡水を通水するが，海水も通水する可能性のある重大事故等対処設備は，可能な

限り淡水を優先し海水通水を短期間とすることで，海水の影響を考慮した設計とする。

また，海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

 

(3) 電磁的障害 

・安全施設と重大事故等対処設備のうち電磁波に対する考慮が必要な機器は，事故等時に

おいても，電磁波によりその機能が損なわれないよう，ラインフィルタや絶縁回路を設
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置することによりサージ・ノイズの侵入を防止する，又は鋼製筐体や金属シールド付ケ

ーブルを適用し電磁波の侵入を防止する等の措置を講じた設計とする。 

 

(4) 周辺機器等からの悪影響 

・安全施設は，地震，火災，溢水及びその他の自然現象並びに人為事象による他設備から

の悪影響により，発電用原子炉施設としての安全機能が損なわれないよう措置を講じた

設計とする。 

・重大事故等対処設備は，事故対応のために設置・配備している自主対策設備や風（台風）

及び竜巻等を考慮して当該設備に対し必要により講じた落下防止，転倒防止，固縛など

の措置を含む周辺機器等からの悪影響により，重大事故等に対処するために必要な機能

を失うおそれがない設計とする。 

・重大事故等対処設備が受ける周辺機器等からの悪影響としては，自然現象，外部人為事

象，火災及び溢水による波及的影響を考慮する。屋外の重大事故等対処設備は，地震以

外の自然現象及び外部人為事象による波及的影響に起因する周辺機器等からの悪影響に

より，重大事故等に対処するための必要な機能を損なわないように，常設重大事故等対

処設備は，設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置し，可搬型重大事故等対処

設備は，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散

を図るとともに，その機能に応じて，全てを一つの保管場所に保管することなく，一部

は離れた位置の保管場所に分散配置する。また，重大事故等対処設備及び資機材等は，

竜巻による風荷重が作用する場合においても，設計基準事故及び重大事故等に対処する

ための必要な機能に悪影響を及ぼさないように，浮き上がり又は横滑りにより飛散しな

い設計とするか，設計基準事故対処設備等及び当該保管エリア以外の重大事故等対処設

備に衝突し，損傷させない位置に保管する設計とする。位置的分散については，「2.1 多

重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散」に示す。 

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，常設重大事故等対処設備は，地

震については技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」に基づく設計とし，津波（敷

地に遡上する津波を含む。）については漂流物対策等を実施する設計とする。可搬型重大

事故等対処設備は，地震の波及的影響により，重大事故等に対処するための必要な機能

を損なわないように，設計基準事故対処設備の配置も含めて常設重大事故等対処設備と

位置的分散を図り，その機能に応じて，全てを一つの保管場所に保管することなく，複

数の保管場所に分散配置する。位置的分散については，「2.1 多重性又は多様性及び独

立性並びに位置的分散」に示す。また，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，油内包機

器による地震随伴火災の有無や，水又は蒸気内包機器による地震随伴溢水の影響を考慮

して保管するとともに，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，地震により生じる敷地下

斜面のすべり，液状化及び揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持

力の不足，地中埋設構造物の崩壊等を受けない位置に保管する。 

・重大事故等対処設備は，地震により他の設備に悪影響を及ぼさない設計とし，また，地

震による火災源又は溢水源とならない設計とする。常設重大事故等対処設備については
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技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」に基づく設計とする。可搬型重大事故等

対処設備については，横滑りを含めて地震による荷重を考慮して機能を損なわない設計

とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，可搬型重大事故

等対処設備は，設置場所でアウトリガの設置，車輪止め等による固定又は固縛が可能な

設計とする。 

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，常設重大事故等対処設備は，技

術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計とする。可搬型重大事故等対

処設備は，火災防護対策を火災防護計画に策定する。 

・重大事故等対処設備は，地震起因以外の火災により他の設備に悪影響を及ぼさないよう，

火災発生防止，感知，消火による火災防護を行う。常設重大事故等対処設備は，技術基

準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計とする。可搬型重大事故等対処設

備は，火災防護対策を火災防護計画に策定する。 

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，重大事故等対処設備は，想定さ

れる溢水により機能を損なわないように，重大事故等対処設備の設置区画の止水対策等

を実施する。 

・重大事故等対処設備は，地震起因以外の溢水により他の設備に悪影響を及ぼさないよう，

想定する重大事故等対処設備の破損等により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

波及的影響及び悪影響防止を含めた地震，火災，溢水以外の自然現象及び人為事象に対す

る安全施設及び重大事故等対処設備の設計については，添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉

施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電

用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」に基づき実施する。 

波及的影響及び悪影響防止を含めた安全施設及び常設重大事故等対処設備の耐震設計につ

いては，添付書類「Ⅴ-2 耐震性に関する説明書」に基づき実施する。 

波及的影響及び悪影響防止を含めた可搬型重大事故等対処設備の保管場所における考慮に

ついては，別添1「可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート」に示す。 

波及的影響及び悪影響防止を含めた発電用原子炉施設で火災が発生する場合を考慮した安

全施設及び常設重大事故等対処設備の火災防護設計については，添付書類「Ⅴ-1-1-7 発電

用原子炉施設の火災防護に関する説明書」の「2. 火災防護の基本方針」に基づき実施する。

波及的影響及び悪影響防止を含めた可搬型重大事故等対処設備の火災防護計画については，

添付書類「Ⅴ-1-1-7 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書」の「8. 火災防護計画」

に基づき策定する。 

波及的影響及び悪影響防止を含めた発電用原子炉施設内で発生が想定される溢水の影響評

価を踏まえた安全施設及び重大事故等対処設備の溢水防護設計については，添付書類「Ⅴ-1-

1-8 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-1-8-1 溢水等に

よる損傷防止の基本方針」に基づき実施する。 
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(5) 冷却材の性状（冷却材中の破損物等の異物を含む。）の影響 

・安全施設は，日本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振動評価指針」（ＪＳＭＥ Ｓ 

０１２－1998）による規定に基づく評価を行い，配管内円柱状構造物が流体振動により

破損物として冷却材に流入しない設計とする。 

・安全施設は，水質管理基準を定めて水質を管理することにより異物の発生を防止する設

計とする。 

・安全施設及び重大事故等対処設備は，系統外部から異物が流入する可能性のある系統に

対しては，ストレーナ等を設置することにより，その機能を有効に発揮できる設計とす

る。 

・安全施設及び重大事故等対処設備は，原子炉圧力容器内又は原子炉格納容器内の圧力及

び温度並びに冷却材中の異物の影響により想定される も小さい有効吸込水頭において，

その機能を有効に発揮できる設計とする。 

配管内円柱状構造物の流力振動評価については，添付書類「Ⅴ-1-4-2 流体振動又は温度

変動による損傷の防止に関する説明書」に示す。 

想定される も小さい有効吸込水頭において，ポンプが正常に機能することについては，

添付書類「Ⅴ-1-4-3 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸込水頭に

関する説明書」及び添付書類「Ⅴ-1-8-4 圧力低減設備その他安全設備のポンプの有効吸込

水頭に関する説明書」に示す。 

 

(6) 設置場所における放射線の影響 

・安全施設及び重大事故等対処設備の設置場所は，事故等時においても操作及び復旧作業

に支障がないように，遮蔽の設置や線源からの離隔距離により放射線量が高くなるおそ

れの少ない場所を選定した上で，設置場所から操作可能，放射線の影響を受けない異な

る区画若しくは離れた場所から遠隔で操作可能，又は中央制御室遮蔽区域内である中央

制御室から操作可能な設計とする。 

・可搬型重大事故等対処設備の設置場所は，重大事故等時においても設置及び常設設備と

の接続に支障がないように，遮蔽の設置や線源からの離隔距離により放射線量が高くな

るおそれの少ない場所を選定することにより，当該設備の設置，及び常設重大事故等対

処設備との接続が可能な設計とする。 

設備の操作場所は，「(1)c. 放射線による影響」にて設定した事故時の線源，線源からの

距離，遮蔽効果，操作場所での操作時間（移動時間を含む。）を考慮し，選定する。 

遮蔽のうち一時的に設置する遮蔽を除く生体遮蔽装置の遮蔽設計及び評価については，添

付書類「Ⅴ-4-2 生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書」に示す。 

中央制御室における放射線の影響として，居住性を確保する設計については，添付書類「Ⅴ

-1-7-3 中央制御室の居住性に関する説明書」に示す。緊急時対策所における放射線の影響

として，居住性を確保する設計については，添付書類「Ⅴ-1-9-3-2 緊急時対策所の居住性

に関する説明書」に示す。  
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②
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守
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検
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。
）
に

係
る
設
計
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い
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計
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い
て
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設
計
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設
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健
全
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及
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。
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。
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ル
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蔵

す
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は
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気
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原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
４

２
条

生
体
遮

蔽
等

】

１
．
基
準
適
合
性
の
確

認
範
囲

既
工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

二
次
遮
蔽
の
コ

ン
ク
リ
ー

ト
密
度
の
変
更

に
つ
い
て

，
変
更
後
に
お

い
て
も
，

設
計
基
準
対
象

施
設
は
，
通
常
運
転
時
に

お
い

て
原
子
炉
施
設
か
ら
の

直
接
ガ
ン

マ
線
及
び
ス
カ

イ
シ
ャ
イ

ン
ガ
ン
マ
線
に

よ
る
発
電

所
周
辺
の
空
間

線
量
率
が

年
間
5
0μ

Gy
を

超
え
な
い
設
計
と
す
る
こ

と
を
記
載
し
て
い
る
。

「
Ⅴ
-
4-
2
-1
 中

央
制
御
室

の
生
体
遮
蔽
装

置
の
放
射

線
の
遮
蔽
及
び
熱
除
去
に

つ
い
て
の
計
算

書
」
（

2項
）

今
回
の
原
子
炉
棟

換
気
系
の

改
造
に
伴
い
，

上
記
の
設

計
方
針
に
変
更

が
な
い
こ

と
確
認
す
る
。

２
．
確
認
結
果

３
．
ま
と
め

・
今
回
の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
よ
り
，
ダ

ク
ト
貫
通

部
を
原
子
炉
建

屋
原
子
炉

棟
の
壁
と
同
等

の
厚
さ
及

び
密
度
の
コ
ン

ク
リ
ー
ト
に
よ
る
閉
止
措

置
を
行
う

こ
と
か
ら
，
発

電
所
周
辺

の
空
間
線
量
率

が
年
間

50
μ
G
yを

超
え
な

い
設
計
方

針
に
変
更
が
な

い
こ
と
を

確
認
し
た
。

・
基
本
方
針
に
変
更
が

な
い
た
め

，
技
術
基
準
の

適
合
性
に

影
響
を
与
え
な

い
。

・
既
工
事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
基

本
方
針
に
影
響

が
な
い
こ

と
か
ら
，
審
査

対
象
条
文

と
な
ら
な
い
。

確
認
図
書

名
確

認
結
果

Ⅴ
-4
-2
-
1 
中

央
制
御
室
の
生
体

遮
蔽
装
置
の

放
射
線
の
遮
蔽
及
び
熱

除
去
に
つ

い
て
の
計
算

書

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
よ
り
，
原

子
炉
建
屋

原
子
炉
棟
壁
の

ダ
ク
ト
貫
通
部
の
ダ
ク
ト

を
撤
去

し
た
箇

所
に
つ
い
て
，

原
子
炉
建

屋
原
子
炉
棟
の

壁
と
同
等

の
厚
さ
及
び
密

度
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
よ

る
閉

止
措
置

を
行
う
こ
と
か

ら
，
発
電

所
周
辺
の
空
間

線
量
率
が

年
間
5
0μ

Gy
を

超
え
な
い

設
計
方
針
に
変

更
が

な
い
こ

と
を
確
認
し
た

。
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原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
４

４
条

原
子
炉

格
納

施
設

】

１
．
基
準
適
合
性
の
確

認
範
囲

①
原

子
炉
建
屋
二
次

格
納
容
器

バ
ウ
ン
ダ
リ
の

健
全
性
に

つ
い
て

既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
一
次
冷
却
系

統
に
係
る

発
電
用
原
子
炉

施
設
の
損

壊
又
は
故
障
の

際
に
漏
え

い
す
る
放
射
性

物
質
が
公
衆
に
放
射
線
障

害
を

及
ぼ
す
お
そ
れ

が
な
い
よ

う
設
計
す
る
こ

と
を
記
載

し
て
い
る
。

「
補
足

-4
【
原

子
炉
棟
換

気
系
改
造
工
事

の
概
要
に

つ
い
て
】
」
（

参
照

)
「
Ｖ

-1
-
8-
1 
原
子
炉
格
納
施
設

の
設
計
条
件
に

関
す
る
説

明
書
」
（

2,
24
頁
参
照
）

「
Ｖ

-1
-
1-
4-
7
-1
0 
設

定
根
拠
に

関
す
る
説
明
書

」
（

1,
2頁

参
照

）
今
回
の
原
子

炉
棟
換
気

系
の
改
造
に
伴

い
，
上
記

の
設
計
に
変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認
す
る

。

２
．

確
認
結
果

確
認
図
書

名
確

認
結
果

「
補
足

-
4【

原
子
炉
棟

換
気
系
改

造
工
事
の
概
要

に
つ
い

て
】
参
照
」

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
二

次
格
納
施

設
バ
ウ
ン
ダ
リ

範
囲
が
変

更
と
な
る
が
，

ダ
ク
ト
貫

通
部
は
既

設
建
屋
の
壁
と
同
等
の
設

計
で
処
理
す
る

こ
と
か
ら

，
原
子
炉
建
屋

二
次
格
納

容
器
バ
ウ
ン
ダ

リ
の
健
全

性
に
お

け
る
設
計
に
影
響
を
与
え

な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

【
①
】

Ｖ
-1
-8
-
1 
原

子
炉
格
納
施
設
の

設
計
条
件
に
関

す
る
説

明
書

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
二

次
格
納
施

設
バ
ウ
ン
ダ
リ

範
囲
が
変

更
と
な
る
が
，

原
子
炉
格

納
施
設
の

設
計
条
件
に
影
響
の
な
い

こ
と
を
確
認
し

た
。
【
①

】

Ｖ
-1
-1
-
4-
7-
1
0 
設
定

根
拠
に
関

す
る
説
明
書

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
二

次
格
納
施

設
バ
ウ
ン
ダ
リ

範
囲
が
変

更
と
な
る
が
，

原
子
炉
格

納
施
設
の

設
計
に
影
響
の
な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。

【
①
】

補4-添10-1
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３
．
ま
と
め

・
今
回
の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
つ
い
て
は

，
設
計
基

準
対
処
施
設
で

あ
る
二
次

格
納
施
設
の
バ

ウ
ン
ダ
リ

範
囲
が
変
更
と

な
る
が
，
基
本
方
針
に
変

更
が
な
い

こ
と
を
確
認
し

た
。

・
原
子
炉
格
納
容
器
の

バ
ウ
ン
ダ

リ
機
能
に
変
更

が
な
い
こ

と
か
ら
，
技
術

基
準
の
適

合
性
に
影
響
を

与
え
な
い

。
・
既
工
事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
設

計
を
変
更
す
る

も
の
で
は

な
い
。
ま
た
，

原
子
炉
格

納
施
設
に
関
す

る
基
本
設

計
方
針
に
つ
い

て
も
変
更
が
な
い
こ
と
か

ら
，

審
査
対

象
条
文
と
な
ら

な
い
。

原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
４

４
条

原
子
炉

格
納

施
設

】

補4-添10-2
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原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
４

９
条

重
大
事

故
等

対
象

施
設

の
地

盤
】

１
．
基
準
適
合
性
の
確

認
結
果

①
設

計
基
準
対
象
施

設
の
地
盤

に
つ
い
て

今
回
の
原
子
炉

棟
換
気
系

の
改
造
で
は
，

設
置
床
高

さ
及
び
原
子
炉

建
屋
の
重

量
に
変
更
は
な

く
，
既
工

事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
重
大
事
故
等
対
象

施
設

の
地
盤

に
係
る
設
計
に

変
更
が
な

い
こ
と
か
ら
，

審
査
対
象

条
文
と
な
ら
な

い
。

補4-添11-1
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原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

０
条

地
震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

１
．
基
準
適
合
性
の
確

認
範
囲

①
耐
震
設
計
の
基
本
事

項
に
つ
い

て
ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

重
大
事
故
等
対

処
施
設
を

そ
れ
ぞ
れ
の
施

設
区
分
に

応
じ
た
地
震
力

に
対
し
て

構
造
強
度
を
確

保
す
る
よ

う
に
す
る
た
め

，
設
置
変

更
許
可
申
請
書

の
設
計
方

針
に
基
づ
く
と

と
も
に
，

設
計
基
準
対
象

施
設
の
工

事
計
画
認
可
に

お
い
て
実

績
の
あ
る
Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

46
01
等
の
規
格

及
び
基

準
等
に
基
づ
く

手
法
を
準

用
し
て
，
常
設

耐
震
重
要

重
大
事
故
防
止

設
備
が
設

置
さ
れ
る
重
大

事
故
等
対

処
施
設
（
特
定

重
大
事
故

等
対
処
施

設
を
除

く
。
以
下
同
じ

。
）
，
常

設
耐
震
重
要
重

大
事
故
防

止
設
備
以
外
の

常
設
重
大

事
故
防
止
設
備

が
設
置
さ

れ
る
重
大
事
故

等
対
処
施

設
（
特
定

重
大
事

故
等
対
処
施
設

を
除
く
。

以
下
同
じ
。
）

，
常
設
重

大
事
故
緩
和
設

備
が
設
置

さ
れ
る
重
大
事

故
等
対
処

施
設
（
特
定
重

大
事
故
等

対
処
施
設

を
除
く

。
以
下
同
じ
。

）
に
分
類

し
て
い
る
こ
と

を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
,
4,
5頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
2-
2

原
子
炉

建
屋
の
耐

震
性
に
つ
い
て

の
計
算
書

」
（
1
,
10
頁
参

照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

常
設
耐
震
重
要

重
大
事
故

防
止
設
備
が
設

置
さ
れ
る

重
大
事
故
等
対

処
施
設
に

つ
い
て
は
，
基

準
地
震
動

に
よ
る
地
震
力

に
対
し

て
重
大
事
故
に

至
る
お
そ

れ
が
あ
る
事
故

に
対
処
す

る
た
め
に
必
要

な
機
能
が

損
な
わ
れ
る
お

そ
れ
が
な

い
よ
う
に
す
る

た
め
，
設

置
変
更
許

可
申
請
書
の
設
計

方
針
に
基

づ
く
と
と
も
に

、
設
計
基

準
対
象
施
設
の

工
事
計
画

認
可
に
お
い
て

実
績
の
あ

る
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｇ

46
0
1等

の
規

格
及
び
基
準
等

に
基
づ

く
手
法
を
準
用

し
て
，
当

該
施
設
の
機
能

を
維
持
す

る
設
計
と
し
て

い
る
こ
と

を
記
載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
,
4,
5,
2
1,
22
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
2-
2

原
子
炉

建
屋
の
耐

震
性
に
つ
い
て

の
計
算
書

」
（
1
2頁

参
照

）
ｃ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

常
設
重
大
事
故

緩
和
設
備

が
設
置
さ
れ
る

重
大
事
故

等
対
処
施
設
に

つ
い
て
は

，
基
準
地
震
動

に
よ
る
地

震
力
に
対
し
て

重
大
事

故
に
対
処
す
る

た
め
に
必

要
な
機
能
が
損

な
わ
れ
る

お
そ
れ
が
な
い

よ
う
に
す

る
た
め
，
設
置

変
更
許
可

申
請
書
の
設
計

方
針
に
基

づ
く
と
と

も
に
，
設
計
基
準

対
象
施
設

の
工
事
計
画
認

可
に
お
い

て
実
績
の
あ
る

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｇ

4
60
1等

の
規
格

及
び
基
準

等
に
基
づ
く
手

法
を
準
用

し
て
，
当
該
施

設
の
機

能
を
維
持
す
る

設
計
と
し

て
い
る
こ
と
を

記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
2-
2

原
子
炉

建
屋
の
耐

震
性
に
つ
い
て

の
計
算
書

」
（
1
2頁

参
照

）
今
回
の

原
子
炉
棟
換
気

系
の
改
造

に
伴
い
，
上
記

の
設
計
に

変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認

す
る
。

補4-添12-1
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原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

０
条

地
震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

②
施
設
区
分
に
つ
い
て

既
工
事

計
画
に
お
い
て

は
，
重
大

事
故
等
対
処
施

設
の
施
設

区
分
に
つ
い
て

は
，
施
設

の
各
設
備
が
有

す
る
重
大

事
故
等
時
に
対

処
す
る
た

め
に
必
要
な

機
能
及

び
設
置
状
態
を

踏
ま
え
て

，
常
設
耐
震
重

要
重
大
事

故
防
止
設
備
が

設
置
さ
れ

る
重
大
事
故
等

対
処
施
設

，
常
設
耐
震
重

要
重
大
事

故
防
止
設
備
以

外
の
常

設
重
大
事
故
防

止
設
備
が

設
置
さ
れ
る
重

大
事
故
等

対
処
施
設
，
常

設
重
大
事

故
緩
和
設
備
が

設
置
さ
れ

る
重
大
事
故
等

対
処
施
設

に
分
類
し
た
上

で
、
施

設
に
要
求
さ
れ

る
機
能
の

役
割
に
応
じ
て

，
施
設
を

構
成
す
る
設
備

（
設
備
，

直
接
支
持
構
造

物
，
間
接

支
持
構
造
物
，

波
及
的
影

響
を
考
慮
す
べ

き
施
設

）
に
適
切
に
区

分
し
て
い

る
こ
と
を
記
載

し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
5
,
6頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
4 
重
要
度
分
類
及
び

重
大
事
故
等
対

処
施
設
の

施
設
区
分
の
基

本
方
針
」

（
4
,2
6
,2
8,
31
,
32
,
33
,3
7
,3
8,
3
9,
41
,4
2
,4
4
,4
8,
6
0頁

参
照
）

「
補
足

-
4【

原
子
炉
棟

換
気
系
改

造
工
事
の
概
要

に
つ
い
て

】
」
（
参
照
）

今
回
の

原
子
炉
棟
換
気

系
の
改
造

に
伴
い
，
上
記

の
設
計
に

変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認

す
る
。

③
地
震
力
の
算
定
方
法

に
つ
い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

静
的
地
震
力
に

つ
い
て
は

，
常
設
耐
震
重

要
重
大
事

故
防
止
設
備
以

外
の
常
設

重
大
事
故
防
止

設
備
が
設

置
さ
れ
る
重
大

事
故
等

対
処
施
設
に
つ

い
て
，
設

置
変
更
許
可
申

請
書
の
重

大
事
故
等
対
処

施
設
の
耐

震
設
計
で
示
さ

れ
た
静
的

地
震
力
の
算
定

方
針
に
基

づ
き
，
施

設
の
耐

震
重
要
度
に
応

じ
た
係
数

を
乗
じ
，
施
設

の
振
動
特

性
及
び
地
盤
の

種
類
を
考

慮
す
る
な
ど
し

て
，
建
物

・
構
築
物
，
機

器
・
配
管

系
の
そ
れ

ぞ
れ
に

対
し
て
適
切
に

算
定
し
て

い
る
こ
と
を
記

載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
7
,
8頁

参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

重
大
事
故
等
対

処
施
設
に

つ
い
て
は
，
常

設
耐
震
重

要
重
大
事
故
防

止
設
備
又

は
常
設
重
大
事

故
緩
和
設

備
が
設
置
さ
れ

る
重
大

事
故
等
対
処
施

設
に
基
準

地
震
動
Ｓ

ｓ
に
よ
る
地
震

力
を
適
用
す
る

こ
と
を
記

載
し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
8
頁
参
照
）

今
回

の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
伴
い
，
上

記
の
設
計

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
す
る
。

補4-添12-2
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④
荷
重
の
組
合
せ
に
つ

い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

建
物
・
構
築
物

，
機
器
・

配
管
系
，
津
波

防
護
施
設

等
に
つ
い
て
は

，
施
設
区

分
に
応
じ
て
，

そ
れ
ぞ
れ

の
施
設
に
作
用

す
る
地

震
力
と
重
大
事

故
等
時
の

状
態
で
施
設
に

作
用
す
る

荷
重
等
の
地
震

力
以
外
の

荷
重
を
適
切
に

組
み
合
わ

せ
て
い
る
こ
と

を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
2
,
11
,1
2頁

参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

地
震
荷
重
と
風

荷
重
又
は

積
雪
荷
重
と
の

組
合
せ
に

つ
い
て
は
，
風

荷
重
又
は

積
雪
荷
重
の
影

響
が
地
震

荷
重
と
比
べ
て

無
視
で

き
な
い
構
造
，

形
状
及
び

仕
様
を
有
す
る

施
設
を
屋

外
施
設
か
ら
選

定
し
，
当

該
施
設
の
評
価

に
お
い
て

考
慮
し
て
い
る

こ
と
を
記

載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
5頁

参
照
）

ｃ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

重
大
事
故
等
対

処
施
設
を

支
持
す
る
建
物

・
構
築
物

の
当
該
部
分
の

支
持
機
能

を
確
認
す
る
場

合
に
つ
い

て
は
，
支
持
さ

れ
る
施

設
の
施
設
区
分

に
応
じ
た

地
震
力
と
常
時

作
用
し
て

い
る
荷
重
，
重

大
事
故
等

時
の
状
態
で
施

設
に
作
用

す
る
荷
重
及
び

そ
の
他
必

要
な
荷
重

と
を
組

み
合
わ
せ
て
い

る
こ
と
を

記
載
し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
5頁

参
照
）

今
回

の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
伴
い
，
上

記
の
設
計

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
す
る
。

⑤
許
容
限
界
に
つ
い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

建
物
・
構
築
物

、
機
器
・

配
管
系
の
そ
れ

ぞ
れ
の
強

度
評
価
に
お
け

る
許
容
限

界
に
つ
い
て
は

、
安
全
上

適
切
と
認
め
ら

れ
る
規

格
及
び
基
準
等

に
基
づ
き

，
施
設
の
機
能

を
維
持
又

は
構
造
強
度
を

確
保
で
き

る
設
定
と
し
て

い
る
こ
と

を
記
載
し
て
い

る
。
地
震

応
答
解
析

に
よ
る

評
価
の
結
果
，

Ｓ
ｓ
地

震
時
の
原
子

炉
建
屋
の
各
層

の
大
せ
ん
断

ひ
ず
み
が

許
容
限
界
を
超

え
な
い
こ

と
を
記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
5
,1
6頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
2-
2 
原
子
炉
建
屋
の
耐

震
性
に
つ
い
て

の
計
算
書

」
（
1
4
,1
5,
別

紙
-
2頁

参
照
）

「
補
足

-
4【

原
子
炉
棟

換
気
系
改

造
工
事
の
概
要

に
つ
い
て

】
」
（
参
照
）

今
回

の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
伴
い
，
上

記
の
設
計

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
す
る
。

原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

０
条

地
震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】
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1855



⑥
波
及
的
影
響
に
つ
い

て
ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

波
及
的
影
響
に

つ
い
て
は

，
考
慮
す
べ
き

事
象
の
選

定
，
考
慮
す
べ

き
施
設
の

抽
出
及
び
耐
震

計
算
を
適

切
に
実
施
し
，

Ｂ
ク
ラ
ス

及
び
Ｃ
ク
ラ
ス

の
施
設
に

加
え
，
常
設
耐

震
重
要
重

大
事
故
防
止
設

備
以
外
の

常
設
重
大
事
故

防
止
設
備

が
設
置
さ
れ
る

重
大
事
故

等
対
処
施
設
，

可
搬
型

重
大
事
故
等
対

処
設
備
並

び
に
常
設
重
大

事
故
防
止

設
備
及
び
常
設

重
大
事
故

緩
和
設
備
の
い

ず
れ
に
も

属
さ
な
い
常
設

の
重
大
事

故
等
対
処
施

設
（
以

下
「
下
位
ク
ラ

ス
」
と
い

う
。
）
の
波
及

的
影
響
に

よ
っ
て
，
常
設

耐
震
重
要

重
大
事
故
防
止

設
備
又
は

常
設
重
大
事
故

緩
和
設
備

が
設
置
さ
れ

る
重
大

事
故
等
対
処
施

設
の
重
大

事
故
等
に
対
処

す
る
た
め

に
必
要
な
機
能

を
損
な
わ

な
い
設
計
と
し

て
い
る
こ

と
を
記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
4
,
6頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
4 
重
要
度
分
類
及
び

重
大
事
故
等
対

処
施
設
の

施
設
区
分
の
基

本
方
針
」

（
5頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
5 
波
及
的
影
響
に
係

る
基
本
方
針
」

（
1
頁
参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

考
慮
す
べ
き
事

象
に
つ
い

て
は
，
原
子
力

発
電
所
の

地
震
被
害
を
調

査
し
，
そ

の
結
果
を
考
慮

し
た
上
で

，
設
置
地
盤
及

び
地
震
応

答
性
状
の
相
違

等
に
起
因

す
る
相
対
変
位

又
は
不
等

沈
下
，
下
位
ク

ラ
ス
の
施

設
と
の
接
続
部

に
お
け
る

相
互
影
響
及
び

下
位
ク
ラ

ス
の
施
設
の

損
傷
，

転
倒
，
落
下
等

を
選
定
し

て
い
る
こ
と
を

記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
6
,
7頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
5 
波
及
的
影
響
に
係

る
基
本
方
針
」

（
1
,
2,
4頁

参
照
）

ｃ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

考
慮
す
べ
き
施

設
に
つ
い

て
は
，
敷
地
全

体
を
俯
瞰

し
た
調
査
・
検

討
に
基
づ

き
，
波
及
的
影

響
を
及
ぼ

す
可
能
性
の
あ

る
施
設
を

抽
出
し
て
い
る

こ
と
を
記

載
し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
7
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
4 
重
要
度
分
類
及
び

重
大
事
故
等
対

処
施
設
の

施
設
区
分
の
基

本
方
針
」

（
6
0頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
5 
波
及
的
影
響
に
係

る
基
本
方
針
」

（
1
1頁

参
照
）

「
補
足

-
4【

原
子
炉
棟

換
気
系
改

造
工
事
の
概
要

に
つ
い
て

】
」
（
参
照
）

ｄ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

耐
震
計
算
に
つ

い
て
は
、

抽
出
し
た
下
位

ク
ラ
ス
の

施
設
が
，
常
設

耐
震
重
要

重
大
事
故
防
止

設
備
若
し

く
は
常
設
重
大

事
故
緩
和

設
備
が
設
置
さ

れ
る
重
大

事
故
等
対
処
施

設
の
設
計

に
用
い
る
地
震

動
若
し
く

は
地
震
力
に
対

し
て
耐
震

性
を
有
し
て
い

る
こ
と
，

又
は
抽
出
し

た
常
設

耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止

設
備
若
し
く
は

常
設
重
大

事
故
緩
和
設
備

が
設
置
さ

れ
る
重
大
事
故

等
対
処
施

設
が
，
下
位
ク

ラ
ス
の
施

設
の
波
及
的

影
響
の

発
生
に
よ
っ
て

作
用
す
る

荷
重
に
対
し
て

機
能
に
影

響
を
受
け
な
い

状
態
に
留

ま
る
こ
と
を
記

載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
7
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
5 
波
及
的
影
響
に
係

る
基
本
方
針
」

（
1
0
,1
1頁

参
照
）

今
回

の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
伴
い
，
波

及
的
影
響

を
考
慮
し
た
設

計
に
変
更

が
な
く
，
上
記

方
針
を
踏

ま
え
て
設
計
し

て
い
る
こ

と
を
確
認
す
る

。

原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

０
条

地
震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】
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⑦
水
平
２
方
向
及
び
鉛

直
方
向
の

地
震
力
の
組
合

せ
に
よ
る

影
響
評
価
に
つ

い
て

既
工

事
計
画
に
お
い

て
は
，
水

平
２
方
向
及
び

鉛
直
方
向

の
地
震
力
の
組

合
せ
に
つ

い
て
は
，
常
設

耐
震
重
要

重
大
事
故
防
止

設
備
又
は

常
設
重
大
事
故

緩
和
設
備

が
設
置
さ
れ
る

重
大
事
故

等
対
処
施
設
及

び
波
及
的

影
響
を
考
慮
す

べ
き
施
設

を
対
象
に
，
水

平
２
方
向

及
び
鉛
直
方
向

地
震
力
の

組
合
せ
の
影
響

が
想
定
さ

れ
る
と
し
て
抽

出
し
た
部

位
を
と
し
て
，

建
屋
規
模

が
大
き
く
，
重

要
な
設
備

を
多
く
内
包
し

て
い
る
等

の
留
意
す
べ
き

特
徴
を
有

し
て
い
る
原
子

炉
建
屋
の

基
礎
を
代
表
し

て
，
水
平

２
方
向
及
び
鉛

直
方
向
地

震
力
の
組
合
せ

に
よ
る
影

響
評
価
を
行
っ

て
い
る
。

「
Ⅴ

-
2-
1-
1
 耐

震
設
計
の
基

本
方
針
の
概
要

」
（

8,
9頁

参
照

）
「
Ⅴ

-
2-
1-
8
 水

平
２
方
向
及

び
鉛
直
方
向
地

震
力
の
組

合
せ
に
関
す
る

影
響
評
価

方
針
」
（

1,
2,
3頁

参
照

）
「
Ⅴ

-2
-
12
 水

平
２
方

向
及
び
鉛

直
方
向
地
震
力

の
組
合
せ

に
関
す
る
影
響

評
価
結
果

」
（
1
,
2,
3,
6,
7
,1
4
,1
5,
2
0頁

参
照
）

「
補
足

-
34
0-
7
水
平
２
方
向
及

び
鉛
直
方
向
の

適
切
な
組

合
せ
に
関
す
る

検
討
に
つ

い
て
」
（

7,
9,
1
4,
2
3,
26
,
30
,3
8
,3
9,
40
,
41
,
42
,4
3
,4
4,
4
5,
46
,

4
7,
48
,
49
,5
0
,5
1,
52
,
53
,
54
頁

参
照
）

今
回
の

原
子
炉
棟
換
気

系
の
改
造

に
伴
い
，
水
平

２
方
向
及

び
鉛
直
方
向
地

震
力
の
組

合
せ
に
関
す
る

影
響
評
価

方
針
に
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認
す
る
。

ま
た
，

耐
震
性
評
価
に

及
ぼ
す
影

響
の
評
価
に
変

更
が
な
い

こ
と
を
確
認
す

る
。

原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

０
条

地
震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

補4-添12-5
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

補
足

-4
【
原
子
炉
棟
換

気
系
改
造

工
事
の
概
要
に

つ
い
て

】

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
当

該
設
備
の

機
能
及
び
設
置

場
所
に
お

け
る
周
辺
施
設

に
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。
ま
た

,今
回
の
貫

通
部
の
埋
め
戻
し

に
よ
る
重
量
増

加
は
，
原

子
炉
建
屋
の
耐

震
健
全
性

に
影
響
を

与
え
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
確
認
し
た

。
【
②
,
⑤
,⑥

ｃ
】

Ⅴ
-2
-1
-
1 
耐

震
設
計
の
基
本
方

針
の
概
要

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
耐

震
設
計
，

耐
震
重
要
度
分

類
，
地
震

力
の
算
定
，
荷

重
の
組
合

せ
及
び
許

容
限
界
を
考
慮
し
た
設
計

な
ど
の
基
本
方

針
に
変
更

が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た

。
【
①
～

⑥
】

Ⅴ
-2
-1
-
4 
重

要
度
分
類
及
び
重

大
事
故
等
対
処

施
設
の

施
設
区
分
の
基

本
方
針

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
機

能
及
び
設

置
場
所
に
お
け

る
周
辺
施

設
に
変
更
が
な

い
こ
と
か

ら
，

耐
震
重

要
度
分
類
及
び
波
及
的
影

響
を
考
慮
す
べ

き
施
設
区

分
の
基
本
方
針

に
変
更
が

な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

【
②

,⑥
ａ

,⑥
ｃ
】

Ⅴ
-2
-1
-
5 
波

及
的
影
響
に
係
る

基
本
方
針

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
機

能
及
び
設

置
場
所
に
お
け

る
周
辺
施

設
に
変
更
が
な

い
こ
と
か

ら
，

波
及
的

影
響
を
考
慮
し
た
設
計
の

基
本
方
針
に
変

更
が
な
い

こ
と
を
確
認
し

た
。
【
⑥

】

２
．
確

認
結
果

原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

０
条

地
震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

Ⅴ
-2
-1
-
8 
水

平
２
方
向
及
び
鉛

直
方
向
地
震
力

の
組
合

せ
に
関
す
る
影

響
評
価
方

針

Ⅴ
-2
-1
2
 水

平
２
方
向

及
び
鉛
直

方
向
地
震
力
の

組
合
せ

に
関
す
る
影
響

評
価
結
果

補
足

-3
4
0-
7
水
平
２
方
向
及
び

鉛
直
方
向
の
適

切
な
組

合
せ
に
関
す
る

検
討
に
つ

い
て

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
つ
い
て
，

「
水
平
２

方
向
及
び
鉛
直

方
向
の
組

合
せ
に
よ
る
影

響
の
可
能

性
が
あ
る

施
設
を
評
価
対
象
施
設
と

し
，
施
設
が
有

す
る
耐
震

性
に
及
ぼ
す
影

響
を
評
価

す
る
」
方
針
を

変
更
す
る

も
の
で

は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た

。
影
響
評
価
に

対
す
る
確

認
結
果
は
次
の

と
お
り
。

【
⑦
】

・
原
子

炉
建
屋
基
礎
盤
に
つ
い
て

，
基
準
地
震
動

Ｓ
ｓ
に

よ
る
地
震
力

を
水
平
２
方
向

及
び
鉛
直
方
向

に
作
用
さ

せ
，

３
次
元

Ｆ
Ｅ
Ｍ
モ
デ
ル
を
用
い
た

弾
性
応
力
解
析

を
行
っ
た

。
評
価
の
結
果

,水
平
２

方
向
及
び
鉛
直

方
向
地
震

力
の
組
合

せ
に
対
し
，
原
子
炉
建
屋

基
礎
盤
が
有
す

る
耐
震
性

へ
の
影
響
は
な

い
こ
と
を

確
認
し
た
。
【

⑦
】

Ⅴ
-2
-2
-
2 
原

子
炉
建
屋
の
耐
震

性
に
つ
い
て
の

計
算
書

・
設
備

の
補
強
や
追
加
等
の
改
造

工
事
に
伴
う
重

量
増
加
を

考
慮
し
た
割
増

係
数
を
乗

じ
た

大
せ
ん

断
ひ
ず
み

は
，

許
容
限

界
を
超
え
な
い
こ
と
を
確

認
し
て
い
る
。

【
⑤
】

原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

０
条

地
震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】
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３
．
ま
と
め

・
今
回
の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
つ
い
て
，

設
置
場
所

に
変
更
が
あ
る

が
，
耐
震

設
計
の
基
本
方

針
に
変
更

が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。

・
基
本
方
針
に
変
更
が

な
く
，
必

要
な
強
度
は
確

保
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら

，
技
術
基

準
の
適
合
性
に

影
響
を
与

え
な
い
。

・
既
工
事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
設

計
を
変
更
す
る

も
の
で
は

な
い
。
ま
た
，

地
震
に
よ

る
損
傷
の
防
止

に
関
す
る

基
本
設
計
方
針

に
つ
い
て
も
変
更
が
な
い

こ
と
か
ら

，
審
査
対
象
条

文
と
な
ら

な
い
。

原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

０
条

地
震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

補4-添12-8
1860



 
 

 

補4-添12-9
1861



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補4-添12-10
1862



 

補4-添12-11
1863



 

補4-添12-12
1864



 

補4-添12-13
1865



 

補4-添12-14
1866



 

補4-添12-15
1867



 

補4-添12-16
1868



 

補4-添12-17
1869



 

補4-添12-18
1870



 

補4-添12-19
1871



 

補4-添12-20
1872



 

補4-添12-21
1873



 

補4-添12-22
1874



 

補4-添12-23
1875



 

補4-添12-24
1876



 

補4-添12-25
1877



 

補4-添12-26
1878



 

補4-添12-27
1879



 

補4-添12-28
1880



 

補4-添12-29
1881



 

補4-添12-30
1882



 

補4-添12-31
1883



 

補4-添12-32
1884



 

補4-添12-33
1885



 

補4-添12-34
1886



 
 
 
 
 

 

補4-添12-35
1887



 

補4-添12-36
1888



 

補4-添12-37
1889



 

補4-添12-38
1890



 

補4-添12-39
1891



 

補4-添12-40
1892



 

補4-添12-41
1893



 

 

補4-添12-42
1894



 

 

補4-添12-43
1895



 

補4-添12-44
1896



 

 

補4-添12-45
1897



 

 

補4-添12-46
1898



 

 

補4-添12-47
1899



 

 

補4-添12-48
1900



 

 

補4-添12-49
1901



 

補4-添12-50
1902



 

補4-添12-51
1903



 

補4-添12-52
1904



補4-添12-53
1905



補4-添12-54
1906



補4-添12-55
1907



補4-添12-56
1908



補4-添12-57
1909



補4-添12-58
1910



補4-添12-59
1911



 

補4-添12-60
1912



補4-添12-61
1913



補4-添12-62
1914



補4-添12-63
1915



 

 

 

 

 

 
 

補4-添12-64
1916



 

補4-添12-65
1917



 

補4-添12-66
1918



 

補4-添12-67
1919



 

補4-添12-68
1920



 

補4-添12-69
1921



 

補4-添12-70
1922



 

補4-添12-71
1923



 

補4-添12-72
1924



 

 

 

補4-添12-73
1925



 

補4-添12-74
1926



 

補4-添12-75
1927



 

 

 

 

 

 

 

補4-添12-76
1928



 

補4-添12-77
1929



 

 

補4-添12-78
1930



 

 

 

 

補4-添12-79
1931



 

 

補4-添12-80
1932



補4-添12-81
1933



補4-添12-82
1934



補4-添12-83
1935



補4-添12-84
1936



補4-添12-85
1937



補4-添12-86
1938



 

補4-添12-87
1939



 

 

補4-添12-88
1940



 

補4-添12-89
1941



 

補4-添12-90
1942



 

 

 

 

補4-添12-91
1943



 

 

補4-添12-92
1944



 

補4-添12-93
1945



 

補4-添12-94
1946



 

補4-添12-95
1947



 

 

 

補4-添12-96
1948



 

 

 

 

補4-添12-97
1949



 

補4-添12-98
1950



 

補4-添12-99
1951



 

補4-添12-100
1952



 

 

補4-添12-101
1953



 

補4-添12-102
1954



 

補4-添12-103
1955



 

 

補4-添12-104
1956



原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

１
条

津
波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

１
．
基
準
適
合
性
の
確

認
範
囲

①
基

本
事
項
に
つ
い

て
既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
重
大
事
故
等

対
処
施
設

が
，
基
準
津
波

に
よ
り
そ

の
重
大
事
故
等

に
対
処
す

る
た
め
に
必
要

な
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お

そ
れ
が

な
い
よ

う
に
す
る
た
め

，
設
置
変

更
許
可
申
請
書

の
設
計
方

針
に
基
づ
く
と

と
も
に
，

「
耐
津
波
設
計

に
係
る
工

認
審
査
ガ
イ
ド

」
に
基
づ

く
手
法
を
適
用

し
て
，
津

波
防
護
施
設
，

浸
水
防
止

設
備
及
び
津
波

監
視
設
備

を
設
置
し
て
い

る
こ
と
並

び
に
基
準
津
波

に
対
し
て

こ
れ
ら
の
施
設

の
機
能
を

維
持
す
る
設
計

と
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
2-
2
-1
 耐

津
波
設
計

の
基
本
方
針
」

（
1
頁
参
照
）

「
そ
の

他
発
電
用
原
子

炉
の
附
属

施
設

浸
水
防
護
施
設

外
郭
浸
水
防
護
設
備
に
係

る
機
器
の
配
置

を
明
示
し

た
図
面
」

（
第

9-
4
-1
図

～
第
9
-4
-
4図

参
照

）
「
そ
の

他
発
電
用
原
子

炉
の
附
属

施
設

浸
水
防
護
施
設

内
郭
浸
水
防
護
設
備
に
係

る
機
器
の
配
置

を
明
示
し

た
図
面
」

（
第

9-
4
-5
図

～
第
9
-4
-
16
図
参
照
）

今
回
の

原
子
炉
棟
換
気

系
の
改
造

に
伴
い
，
上
記

の
設
計
に

変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認

す
る
。

②
津

波
防
護
対
象
設

備
に
つ
い

て
既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
設
計
基
準
対

象
施
設
と

同
時
に
必
要
な

機
能
が
損

な
わ
れ
る
お
そ

れ
が
な
い

よ
う
，
重
大
事

故
等
対
処
施
設
及
び
可
搬

型
重
大

事
故
等

対
処
設
備
を
津

波
防
護
対

象
設
備
に
含
め

る
と
記
載

し
て
い
る
。

「
補
足

-
4【

原
子
炉
棟

換
気
系
改

造
工
事
の
概
要

に
つ
い
て

】
」
（
参
照
）

「
Ⅴ

-1
-
1-
2-
1
-2
 防

護
対
象
施

設
の
範
囲
」
（

1～
3頁

参
照
）

「
Ⅴ

-1
-
1-
2-
2
-1
 耐

津
波
設
計

の
基
本
方
針
」

（
1
,
2頁

参
照
）

今
回
の

原
子
炉
棟
換
気

系
の
改
造

に
伴
い
，
上
記

の
設
計
に

変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認

す
る
。

③
入

力
津
波
の
設
定

に
つ
い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

入
力
津
波
の
設

定
に
当
た

っ
て
敷
地
及
び

敷
地
周
辺

に
お
け
る
地
形

と
施
設
の

配
置
を
考
慮
し

た
津
波
の

遡
上
解
析
を
基

に
基

準
津
波
に
よ
る

敷
地
へ
の

遡
上
の
可
能
性

を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-
1-
1-
2
-2
-1
 耐

津
波
設

計
の
基
本
方
針

」
（

3頁
参
照
）
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原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

１
条

津
波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

ｂ
．

既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
津
波
防
護
対

策
に
必
要

な
各
施
設
の
設

置
位
置
に

お
い
て
潮
位
の

ば
ら
つ
き

，
地
殻
変
動
及

び
数
値
計

算
上
の
不
確
か

さ
を
考
慮

し
て
適
切
に
設

定
し
て
い

る
と
記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-
1-
1-
2
-2
-1
 耐

津
波
設

計
の
基
本
方
針

」
（

3,
4頁

参
照

）
今
回

の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
伴
い
，
上

記
の
設
計

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
す
る
。

④
津

波
防
護
対
策
施

設
に
つ
い

て
ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

入
力
津
波
に
よ

る
津
波
防

護
対
象
設
備
へ

の
影
響
と

し
て
，
津
波
の

敷
地
へ
の

流
入
の
可
能
性

の
有
無
，

津
波
に
よ
る
漏

水
及
び

溢
水
並
び
に
津

波
に
よ
る

水
位
変
動
に
伴

う
取
水
性

低
下
に
よ
る
重

要
な
安
全

機
能
へ
の
影
響

の
有
無
を

評
価
し
，
対
策

が
必
要
と

な
る
箇
所

に
津
波

防
護
施
設
及
び

浸
水
防
止

設
備
を
設
置
す

る
こ
と
を

記
載
し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-
1-
1-
2
-2
-1
 耐

津
波
設

計
の
基
本
方
針

」
（

5～
1
2頁

参
照
）

「
Ⅴ

-
1-
1-
2
-2
-4
 入

力
津
波

に
よ
る
津
波
防

護
対
象
設

備
へ
の
影
響
評

価
」
（

16
,
20
頁

参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

津
波
の
襲
来
を

察
知
し
津

波
防
護
施
設
及

び
浸
水
防

止
設
備
の
機
能

を
確
実
と

す
る
津
波
監
視

設
備
を
設

置
す
る
こ
と
な

ど
を
記

載
し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-
1-
1-
2
-2
-1
 耐

津
波
設

計
の
基
本
方
針

」
（

13
頁

参
照
）

今
回

の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
伴
い
，
上

記
の
設
計

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
す
る
。

⑤
津

波
防
護
対
策
に

必
要
な
浸

水
防
護
施
設
の

設
計
に
つ

い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

津
波
防
護
施
設

，
浸
水
防

止
設
備
及
び
津

波
監
視
設

備
に
つ
い
て
は

，
以
下
の

ｂ
．
及
び
ｃ
．

の
事
項
か

ら
，
入
力
津
波

に
対
し

て
，
そ
れ
ぞ
れ

に
要
求
さ

れ
る
機
能
が
十

分
に
保
持

で
き
る
設
計
を

記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-
1-
1-
2
-2
-1
 耐

津
波
設

計
の
基
本
方
針

」
（

14
,1
5頁

参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

津
波
に
よ
る
荷

重
と
津
波

以
外
の
荷
重
を

適
切
に
設

定
し
，
そ
れ
ら

の
組
合
せ

を
考
慮
し
て
い

る
こ
と
，

津
波
以
外
の
荷

重
と
し

て
，
余
震
に
よ

る
荷
重
，

漂
流
物
に
よ
る

荷
重
，
積

雪
荷
重
及
び
風

荷
重
を
考

慮
し
て
い
る
こ

と
を
記
載

し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-
1-
1-
2
-2
-1
 耐

津
波
設

計
の
基
本
方
針

」
（

15
,1
6頁

参
照
）

ｃ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

津
波
襲
来
後
の

再
使
用
性

や
津
波
の
繰
り

返
し
の
作

用
を
考
慮
し
て

，
作
用
す

る
荷
重
に
対
し

，
そ
れ
ぞ

れ
の
施
設
に
要

求
さ
れ

る
機
能
を
十
分

に
保
持
で

き
る
許
容
限
界

を
設
定
し

て
い
る
こ
と
，

材
料
の
応

力
が
お
お
む
ね

弾
性
範
囲

内
に
収
ま
る
こ

と
を
基
本

と
し
て
い

る
こ
と

を
記
載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-
1-
1-
2
-2
-1
 耐

津
波
設

計
の
基
本
方
針

」
（

16
頁

参
照
）

今
回

の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
伴
い
，
上

記
の
設
計

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
す
る
。
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⑥
既

工
認
実
績
の
な

い
手
法
，

条
件
等
に
係
る

確
認
に
つ

い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

防
潮
堤
に
つ
い

て
，
防
護

対
象
と
す
る
施

設
が
設
置

さ
れ
た
敷
地
を

取
り
囲
む

よ
う
，
地
中
連

続
壁
基
礎

に
鋼
製
の
上
部

工
を
設

置
す
る
鋼
製
防

護
壁
，
地

中
連
続
壁
基
礎

に
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
製

の
上
部
工

を
設
置
す
る
鉄

筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
防
潮
壁

及
び
基
礎

と
な
る
鋼

管
杭
の

上
部
工
部
分
に

鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
を
被

覆
し
た
鋼

管
杭
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト

防
潮
壁
の
３
種

類
を
設
置

し
，
地
震
後
に

繰
り
返
し

の
襲
来
が

想
定
さ

れ
る
津
波
に
よ

る
荷
重
並

び
に
余
震
，
漂

流
物
の
衝

突
，
風
及
び
積

雪
に
よ
る

荷
重
に
対
し
，

地
震
後
及

び
津
波
後
の
再

使
用
性
も

考
慮
し
，

主
要
な

構
造
部
材
の
構

造
健
全
性

を
維
持
す
る
設

計
と
し
て

お
り
，
基
準
津

波
に
よ
る

遡
上
波
の
到
達

又
は
流
入

を
防
止
す
る
設

計
を
記
載

し
て
い
る
。

「
Ｖ

-
1-
1-
2
-2
-5
 津

波
防
護

に
関
す
る
施
設

の
設
計
方

針
」
（
8～

1
1頁

参
照
）

「
そ

の
他
発
電
用
原

子
炉
の
附

属
施
設

浸
水
防
護
施
設

外
郭

浸
水
防
護
設
備
の

構
造
図
」
（
第

9
-4
-
17
図

～
第
9
-
4-
19
図

参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

鋼
製
防
護
壁
の

止
水
機
構

に
つ
い
て
は
，

構
造
上
，

一
体
化
で
き
な

い
鋼
製
防

護
壁
と
取
水
構

造
物
の
境

界
部
に
想
定
さ

れ
る
荷

重
の
作
用
及
び

相
対
変
位

を
考
慮
し
，
試

験
等
に
て

止
水
性
を
確
認

し
た
構
造

の
異
な
る
１
次

止
水
機
構

及
び
２
次
止
水

機
構
を
設

置
し
，
止

水
性
を

保
持
す
る
設
計

を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ｖ

-
1-
1-
2
-2
-5
 津

波
防
護

に
関
す
る
施
設

の
設
計
方

針
」
（
8～

1
1頁

参
照
）

「
そ

の
他
発
電
用
原

子
炉
の
附

属
施
設

浸
水
防
護
施
設

外
郭

浸
水
防
護
設
備
の

構
造
図
」
（
第

9
-4
-
17
図

～
第
9
-
4-
19
図

参
照
）

ｃ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

鋼
製
防
護
壁
の

上
部
構
造

と
下
部
構
造
の

接
合
部
に

つ
い
て
は
，
複

合
材
料
で

構
成
さ
れ
た
構

造
を
よ
り

正
確
に
評
価
す

る
た
め

三
次
元
解
析
を

実
施
し
て

，
各
部
材
が
負

担
す
る
荷

重
，
そ
の
伝
達

メ
カ
ニ
ズ

ム
及
び
三
次
元

挙
動
を
評

価
し
，
設
計
荷

重
に
よ
り

生
じ
る
各

部
材
の

応
力
が
許
容
値

を
満
足
す

る
こ
と
，
ま
た

，
設
計
荷

重
を
超
え
る
荷

重
に
対
し

て
脆
性
的
な
ひ

ず
み
増
加

を
呈
す
る
こ
と

は
な
く
十

分
な
靭
性

を
有
し

て
い
る
こ
と
を

記
載
し
て

い
る
。

「
Ｖ

-
3-
別

添
3
-2
-1
-
1 
防
潮
堤
（
鋼

製
防
護
壁
）
の
強

度
計
算
書

1.
 防

潮
堤

（
鋼
製
防
護
壁

）
の
基
礎

及
び
上
部
構
造

に
関
す
る

強
度
計
算
書
」

（
14
頁
参
照
）

今
回

の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
伴
い
，
上

記
の
設
計

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
す
る
。

原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

１
条

津
波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

補
足

-4
【
原
子
炉
棟
換

気
系
改
造

工
事
の
概
要
に

つ
い
て

】
・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
原

子
炉
建
屋

内
に
配
置
さ
れ

，
津
波
防

護
対
策
で
防
護

す
る
設
計

方
針
に
変

更
が
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
。
【
②
】

Ⅴ
-1
-1
-
2-
2-
1
 耐

津
波
設
計
の

基
本
方
針

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
重

大
事
故
等

対
処
施
設
が
，

基
準
津
波

に
よ
り
そ
の
安

全
性
が
損

な
わ
れ
る

お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
の
設
計

に
変
更
が

な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

【
①
】

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
津

波
防
護
対

象
設
備
に
つ
い

て
，
重
大

事
故
等
対
処
施

設
の
う
ち

津
波
か
ら

防
護
す
る
設
備
に
変
更
が

な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

【
②
】

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
入

力
津
波
の

設
定
の
う
ち
，

基
準
津
波

に
よ
る
敷
地
へ

の
遡
上
の

可
能
性
及

び
津
波
防
護
対
策
に
必
要

な
各
施
設
の
設

置
位
置
の

設
定
に
つ
い
て

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。

【
③
】

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
津

波
防
護
対

策
の
う
ち
，
入

力
津
波
に

よ
る
津
波
防
護

対
象
設
備

に
対
策
が

必
要
と
な
る
箇
所
へ
の
津

波
防
護
施
設
及

び
浸
水
防

止
設
備
の
設
計

へ
の
影
響

，
及
び
津
波
の

襲
来
を
察

知
す
る

津
波
監
視
設
備
の
設
置
に

つ
い
て
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。

【
④
】

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
津

波
防
護
対

策
に
必
要
な
浸

水
防
護
施

設
の
設
計
に
つ

い
て
は
，

津
波
以
外

に
考
慮
す
べ
き
荷
重
の
設

定
及
び
津
波
襲

来
後
の
再

使
用
性
や
津
波

の
繰
り
返

し
作
用
に
つ
い

て
の
設
計

に
つ
い

て
変
更
が
な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。
【
⑤

】

そ
の
他

発
電
用
原
子
炉

の
附
属
施

設
浸

水
防
護

施
設

外
郭
浸

水
防
護
設
備
に
係

る
機
器
の
配
置

を
明
示

し
た
図
面

（
第

9-
4
-1
図

～
第
9
-4
-
4図

）

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
改
造

に
よ
り
，
津
波

防
護
施
設

，
浸
水
防
止
設

備
及
び
津

波
監
視
設
備
に

係
る
機
器

の
配
置
に

変
更
が
な
い
こ
と
か
ら
，

津
波
に
よ
る
損

傷
を
防
止

す
る
設
計
に
変

更
が
な
い

こ
と
を
確
認
し

た
。

【
①
】

原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

１
条

津
波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

２
．
確

認
結
果
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

そ
の
他

発
電
用
原
子
炉

の
附
属
施

設
浸

水
防
護

施
設

内
郭
浸

水
防
護
設
備
に
係

る
機
器
の
配
置

を
明
示

し
た
図
面

（
第

9-
4
-5
図

～
第
9
-4
-
16
図
）

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
津

波
防
護
施

設
，
浸
水
防
止

設
備
及
び

津
波
監
視
設
備

に
係
る
機

器
の
配
置

に
変
更
が
な
い
こ
と
か
ら

，
津
波
に
よ
る

損
傷
を
防

止
す
る
設
計
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。

【
①
】

Ⅴ
-1
-1
-
2-
1-
2
 防

護
対
象
施
設

の
範
囲

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
津

波
防
護
対

象
設
備
に
つ
い

て
，
重
大

事
故
等
対
処
施

設
の
う
ち

津
波
か
ら

防
護
す
る
設
備
に
変
更
が

な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

【
②
】

Ⅴ
-1
-1
-
2-
2-
4
 入

力
津
波
に
よ

る
津
波
防
護
対

象
設
備

へ
の
影
響
評
価

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
津

波
防
護
対

策
の
う
ち
，
入

力
津
波
に

よ
る
津
波
防
護

対
象
設
備

に
対
策
が

必
要
と
な
る
箇
所
へ
の
津

波
防
護
施
設
及

び
浸
水
防

止
設
備
の
設
計

に
変
更
が

な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

【
④
ａ

】

Ⅴ
-1
-1
-
2-
2-
5
 津

波
防
護
に
関

す
る
施
設
の
設

計
方
針

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
既

工
認
実
績

の
な
い
手
法
，

条
件
等
に

係
る
確
認
の
う

ち
，
防
潮

堤
の
基
準

津
波
に
よ
る
遡
上
波
の
到

達
又
は
流
入
の

防
止
，
及

び
鋼
製
防
護
壁

の
止
水
性

を
保
持
す
る
設

計
に
変
更

が
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
。

【
⑥

ａ
,ｂ

】

そ
の
他

発
電
用
原
子
炉

の
附
属
施

設
浸

水
防
護

施
設

外
郭
浸

水
防
護
設
備
の
構

造
図

（
第

9-
4
-1
7図

～
第

9-
4
-1
9図

）

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
防

潮
堤
（
鋼

製
防
護
壁
，
鉄

筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
防
潮
壁

及
び
鋼
管

杭
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
防
潮
壁
）
の

構
造
に
変
更
が

な
い
こ
と

か
ら
，
津
波
に

よ
る
損
傷

を
防
止
す
る
設

計
に
変
更

が
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
。
【
⑥

ａ
,ｂ

】

Ｖ
-3
-別

添
3-
2
-1
-1
 防

潮
堤
（

鋼
製
防
護
壁
）

の
強
度

計
算
書

1
.
 防

潮
堤
（

鋼
製
防
護
壁
）
の

基
礎
及
び
上
部

構
造
に

関
す
る
強
度
計

算
書

・
今
回

の
原
子
炉
棟
換
気
系
の
改

造
に
よ
り
，
既

工
認
実
績

の
な
い
手
法
，

条
件
等
に

係
る
確
認
の
う

ち
，
鋼
製

防
護
壁
が

十
分
な
靭
性
を
有
し
て
い

る
設
計
に
つ
い

て
強
度
計

算
に
変
更
が
な

い
こ
と
を

確
認
し
た
。
【

⑥
ｃ
】

原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

１
条

津
波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

補4-添13-5
1961



３
．
ま
と
め

・
今
回
の
原
子
炉
棟
換

気
系
の
改

造
に
つ
い
て
，

入
力
津
波

に
変
更
が
な
く

，
原
子
炉

建
屋
や
津
波
防

護
対
策
で

防
護
す
る
設
計

方
針
に
変
更
が
な
い
こ
と

を
確
認
し

た
。

・
入
力
津
波
に
対
す
る

津
波
防
護

の
設
計
方
針
に

変
更
が
な

く
，
津
波
防
護

対
策
に
変

更
が
な
い
た
め

，
技
術
基

準
の
適
合
性
に

影
響
を
与
え
な
い
。

・
既
工
事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
設

計
を
変
更
す
る

も
の
で
は

な
い
。
ま
た
，

津
波
に
よ

る
損
傷
の
防
止

に
関
す
る

基
本
設
計
方
針

に
つ
い
て
も
変
更
が
な
い

こ
と
か
ら

，
審
査
対
象
条

文
と
な
ら

な
い
。

原
子
炉
棟
換
気
系
の
改
造
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

１
条

津
波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】
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